
別表（第５条関係） 

評価の視点 
評 価 項 目 

(細分された項目がある場合、各細分項目を、以下「細目」といいます。) 

配点 
評 価 基 準 評価点 備 考 

Ⅰ型 Ⅱ型 

施工計画 

１ 施工上の課題へ
の対応の的確性 

施工上の課題への対応について考慮すべき事項 

20 
(建築は40、 

設備は備考 
５のとおり) 

－ 
(１) 課題提案２項目について提案し、そのいずれもが有効な提案 
(２) 課題提案２項目について提案し、そのうち１項目について、有効な提案 
(３) (１)・(２)以外 

10 
5 
0 

１・２の評価項目のうちから、各10点の評価の細目を案件ご
とに決定します。課題提案項目は、各細目で２項目設定しま
す。各細目での評価基準は左記のとおりです。なお、１項目
のみについて提案した場合の評価点は零点です。 
「設備」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第
２条第３号に規定する設備をいいますが、建築物に設けるも
のに限定しません。 

土木・ 
水道施 
設 

２ 本体構造物
等の品質管理
対策 

無筋コンクリートの品質管理対策 

鉄筋コンクリートの品質管理対策 

建 築 
２ 構造物等の
品質管理対策 

構造体の品質管理対策：躯体工事の施工に当たり

特に配慮する事項 

仕上材の品質管理対策：仕上工事の施工に当たり

特に配慮する事項 

設 備 

２ 機材(機器
及び材料)の
品質管理対策
及び性能確認
方法等 

機材の品質管理対策：機材の選定・製作等に当た

り特に配慮する事項 

機材の性能の確認方法：機材の性能の確認に当た

り特に配慮する事項 

設備の総合性能の確認方法：設備の総合性能の確

認に当たり特に配慮する事項 

３ 安全対策に関し
配慮すべき事項へ
の適切性 

(１) 安全巡視 

20 
(建築は10、 
設備は備考 

５のとおり) 

－ 
(１) 課題提案項目について有効な提案あり 
(２) (１)以外 

5 
0 

評価基準は各細目についてのものであり、採用する細目は案
件ごとに決定します。この場合、建築は、(１)及び(４)の細
目のうちから、決定します。 

(２) 工事区域の立入防止施設 

(３) 監視員・誘導員 

(４) 交通対策（車道路面維持、歩行者対策、路

面汚損防止、清掃対策） 

４ 周辺環境に関し
配慮すべき事項へ
の適切性 

騒音振動対策 
20 

(建築は10、 
設備は備考 

５のとおり) 

－ 

(１) 土木・水道施設 

ア 課題提案項目について有効な提案あり 
 イ ア以外 
(２) 建築 

ア 課題提案項目について有効な提案あり 
 イ ア以外 

 
10 
0 
 
5 
0 

評価基準は各細目についてのものであり、採用する細目は、
２細目を上限として、案件ごとに決定します。 

水質汚濁対策 

粉塵対策 

企業の施工
能力 

５ 過去５年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績 10 － 
・コリンズ竣工登録同業種工事で0.7規模以上の実績あり 
・コリンズ竣工登録同業種工事で0.5規模以上0.7規模未満の実績あり 
・コリンズ竣工登録同業種工事で0.5規模未満の実績又は実績なし 

10 
5 
0 

・技術提案書提出期限の日の５年前の日の属する年度の４月
１日以降に完成し、技術提案書提出期限の日までにコリンズ
登録した元請工事を対象とします。 

・規模の評価は、発注工事の予定価格(税抜き)に対する、最
終契約金額(※)の割合で評価します。 

６ 過去４年間における高松市発注同業種工事の工事成績平均評
定点 

30(25) 
※施工計画に

係る評価をし

ない場合は括

弧内 

30 

・80点以上 

・78点以上80点未満 
・76点以上78点未満 
・74点以上76点未満 

・72点以上74点未満 
・70点以上72点未満 
・65点以上70点未満 

・65点未満 
・高松市発注同業種工事の工事成績評定点なし 

30(26) 
26(23) 
23(19) 
19(15) 
15(11) 
11(8) 
8(4) 
0(0) 
4(-) 

 

25(22) 
22(19) 
19(16) 
16(13) 
13(9) 
9(7) 
7(3) 
0(0) 
3(-) 

 

・「工事成績平均評定点」とは、公表日が属する年の初日前
４年間における高松市発注同業種工事の工事成績評定点
(共同企業体に係る工事成績は、その代表者である企業の成
績とします。)をその契約金額(共同企業体の代表者に係る
ものにあっては、その出資比率に応じた契約金額)で加重平
均した値です。 

・工事成績評定点が１件の場合は、当該１件を平均値とみな
しますが、この場合の評価点は、括弧内の数値となります。 

 ※施工計画に係る評価をしない場合は網掛け欄内の数値と
なります。 

・左記はⅠ型についてのものです。Ⅱ型における評価基準・
評価点は、この表の末尾をご覧ください。 

６－２ 登録基幹技能者の活用 5 － 
（１）評価対象職種の登録基幹技能者の配置あり（下請企業と雇用関係がある、又は下請企業

である登録基幹技能者も可）。 

（２）配置なし 

 

5 

 

0 

・案件ごとに、登録基幹技能者の評価対象職種を設定します。 

・配置予定技術者又は現場代理人との兼務の場合は評価しま

せん。 

・登録基幹技能者が当該職種に係る作業に従事していること

が発注者において確認できない場合、又は監理技術者若し

くは現場代理人と兼務している場合は、工事成績評定点か

ら3点の減点を行うものとします。 

７ 直近の高松市発注工事の工事成績評定点 0(-10) 0(-10) 
・過去6か月以内の完成工事で65点未満なし 
・過去6か月以内の完成工事で65点未満あり 

0 
-10 

技術提案書提出期限の日以前6か月以内の工事成績評定点を
対象とします。 

８ 安全管理 0(-20) 0(-20) 
(１) (２)以外 
(２) 工事の施行に当たっての事故を措置要件として高松市病院局指名停止等措置要綱の規
定による指名停止を受けた日が技術提案書提出期限の日以前6か月以内である場合 

0 
-10 

 

市内で発生し、かつ、死亡事故である場合は、「6か月」とあ
るのは「1年」と、「-10」とあるのは「-20」とします。 

 

 

7 



 

 
 
 
配置予定技
術者 

９ 配置予定技術者の資格 5 － 
・指定資格取得日が技術提案書提出期限の日の５年前の日の属する年度の４月１日前 
・指定資格取得日が技術提案書提出期限の日の５年前の日の属する年度の４月１日以後 

・指定資格取得なし 

5 
3 
0 

「指定資格」とは、対象資格表(細則をご覧ください。)のう
ち、発注者の示した建設工事の種類に対応する資格とします。 

10 過去５年度間及び今年度完成の同業種工事の主任（監理）技
術者又は現場代理人としての施工実績 

10 － 
・コリンズ竣工登録同業種工事で0.7規模以上の実績あり 
・コリンズ竣工登録同業種工事で0.5規模以上0.7規模未満の実績あり 

・コリンズ竣工登録同業種工事で0.5規模未満又は実績なし 

10 
5 
0 

・技術提案書提出期限の日の５年前の日の属する年度の４月
１日以降に完成し、技術提案書提出期限の日までにコリンズ
に竣工登録した元請工事を対象とします。 

・評価の対象となる発注機関は、入札参加資格の施工実績の
要件と同等とします。 

・主任(監理)技術者又は現場代理人としての施工実績を対象
とします。 

・従事期間は、工期の３分の２以上従事しているものを対象
とします。 

・規模の評価は、発注工事の予定価格(税抜き)に対する、最
終契約金額(※)の割合で評価します。 

 11 過去５年間における継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 10 － 
・取得単位50ユニット以上 
・取得単位25ユニット以上50ユニット未満 

・取得単位25ユニット未満 

10 
5 
0 

(一社)全国土木施工管理技士会連合会、(公社)日本技術士会、
(公社)土木学会、(公社)日本建築士会連合会、建築設備士関
係団体ＣＰＤ協議会が認定する5年間の単位数を対象としま
す。 

その他 

12 地域精通度（工事場所からの近接の度合い（災害時の活動体
制が整っている場合を含む。））   

－ 30 

・工事予定場所の代表地点から指定距離(Ａ)の範囲内に本社・本店あり 
・工事予定場所の代表地点から指定距離(Ａ)の範囲外かつ指定距離(Ｂ)の範囲内に本社・本

店あり 
・工事予定場所の代表地点から指定距離(Ｂ)の範囲外に本社・本店あり 

25 
20 
 
0 

・公表日において有効な高松市の建設工事指名競争入札参加
資格者名簿に契約先として記載された所在地及び内容によ
り評価します。 

・「工事予定場所の代表地点」・「指定距離(Ａ)(Ｂ)」の意
義については、細則をご覧ください。 

・災害時の活動体制に係る評価は、Ⅰ型の「災害時の活動体
制」の評価項目を準用します。その評価において次の評価
点に該当する場合は、左記の評価点に、それぞれの係数を
乗じて得た数を評価点とします（１未満の端数は切り上
げ）。 
(1) 10点 1.2 
(2) 8点 1.15 
(3) 4点 1.05 

13 災害時の活動体制 10 － 

次の要件の両方に該当 
(Ａ) 自社又は加入している団体等が高松市と災害
協定を締結している 

(Ｄ) 災害時に応急活動できる体制あり 

(Ａ)の災害協定のうち、種々の公共土
木施設及び土地改良施設を対象と
した災害協定を締結している場合 

10 

・(Ａ)、(Ｂ)及び(Ｃ)は、重複して評価しません。 
・高松市の災害協定の締結又は高松市消防団協力事業所表示
証の交付を受けていること、及び災害時に応急活動ができ
る体制が整っていることを評価します。 

・「認定期間」とは、技術提案書提出期限の日において当該
協力事業所の認定期間が引き続いている期間をいいます。 

・(Ｄ)の要件については、災害時に応急活動ができる体制と
して、緊急時の社内の連絡体制表及び自社で保有している
資機材の一覧表の添付がある場合を評価の対象とします。 

その他 8 

次の要件の両方に該当 
(Ｂ) 会社として高松市消防団協力事業所の認定基
準に基づき、表示証の交付を受けている 

(Ｄ) (Ｂ)のほか、災害時に応急活動できる体制あり 

(Ｂ)の認定期間が5年を超える場合 10 

(Ｂ)の認定期間が5年以下の場合 8 

次の要件の両方に該当 
(Ｃ) 加入している団体等が高松市との災害協定の締結者たる団体等と連携して当該災害協
定の定めにより応急措置等に従事することとしている(当該締結者たる団体等が高松市と
確認書を締結している場合に限る。)  

(Ｄ) 災害時に応急活動できる体制あり 

8 

この評価項目の(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)(Ｄ)のいずれかに該当 4 

上記以外 0 

合  計 140(75) 60    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



市内企業案件(市内企業
のみが入札参加資格を有
する案件)以外に係る追
加の評価項目 

１ 営業所の
拠点性 

(１) 本社・本店・支
店・営業所の有無 

35(20) 
※施工計画に

係る評価をし

ない場合は括

弧内 

－ 
・市内企業に該当 

・準市内企業に該当 
・市外企業に該当 

35(20) 
20(5) 
0(0) 

・市内企業、準市内企業、市外企業の定義については、高松
市病院局入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第４
条第４項各号に定めるところによります。なお、入札参加
者から特に申出のない限り、公表日において有効な高松市
の建設工事指名競争入札参加資格者名簿に契約先として記
載された所在地及び内容により評価します。 

(２) 

ア 常時雇用
職員数 

5 
(ア、イ重複評
価なし) 

－ 

対象年度の前年度の市・県民税の特別徴収税額について高松市が送付した
決定通知書における課税人員又は非課税人員とされた役員又は社員で、引
き続き対象年度の市・県民税の特別徴収税額について高松市が技術提案書
提出期限の日前に送付した直近の決定通知書における課税人員又は非課
税人員とされている者の数 

15人 
以上 

5 

・「対象年度」とは、技術提案書提出期限の日の属する年度
（技術提案書提出期限の日が4月1日から5月31日までの場
合は、同日の属する年度の前年度）をいいます。 

・既に市が持っているデータをもとに評価します。 

10人 
以上 
14人 
以下 

3 

上記以外及び建設業法第３条第１項に規定する営業所を市内に有しない場合 0 

イ 自社ビル
等保有状況 

建設業法第３条第１項に規定する営業所（市内に所在する場合に限る。）の同法第
５条第２号の所在地の建物（登記され、かつ、自社所有のものに限る。）の延べ面
積（区分所有建物にあっては、専有部分の面積） 

210㎡ 
以上 

5 
・技術提案書提出期限日の属する年（当該期限日が1月から3
月の場合は、当該期限日の属する年の前年。以下同じ。）
の1月1日現在の固定資産税の課税台帳をもとに評価しま
す。ただし、技術提案書提出期限日の属する年の1月1日後
に建物を取得した場合又は同日後に登記した場合は、その
建物の登記事項証明書により評価します。 

・個人の場合は当該個人の、法人の場合は当該法人の所有建
物に限ります。共有の場合は持分により按分します。また、
左欄に定める営業所が２以上あり、かつ、それぞれの所在
地の建物が同欄に定める要件を満たすときは、その合計に
よることができます。 

150㎡ 
以上 
210㎡ 
未満 

3 

上記以外 0 

 ２ 市内企業の活用 5 － 

・市内企業への予定一次下請等比率が５０％以上 

・市内企業への予定一次下請等比率が４０％以上５０％未満 
・市内企業への予定一次下請等比率が３０％以上４０％未満 
・市内企業への予定一次下請等比率が２０％以上３０％未満 

・市内企業への予定一次下請等比率が２０％未満 

5 
4 
3 
2 
0 

・「市内企業への予定一次下請等比率」の定義は、細則をご
覧ください。 

・市内企業への予定一次下請等比率が元請人の責めに帰すべ
き事由により履行できなかった場合の措置は、工事成績評
定点から3点の減点を行うものとします。ただし、上回った
場合の加点は行いません。 

・発注者の指示に基づく変更契約を行った場合は、当該変更
に伴う影響額を除くことができるものとします。 

追加後合計 185(105) －  

加 算 点 10 5 

 
備考 １ 「細則」とは、備考２の細則をいいます。 

２ 評価の詳細及び提出書類については、「高松市病院局総合評価落札方式実施要領の細則」の定めるところによります。 

３ 落札者の決定に反映された施工計画が履行できなかった場合又は落札者の決定に反映された配置予定技術者に係る評価と同等 
評価以上の技術者を当該工事に配置しなかった場合は、第６条第１項の規定により、工事成績評定を減点し、違約金を徴収します。 
ただし、施工条件の変更、災害その他請負者の責めに帰すことのできない事由により、入札時に評価の得られた項目の履行に影響  

が生じた場合は、現場の条件により、必要に応じてその取扱いを協議するものとします。 
４ 配点欄の合計数値にかかわらず、Ⅰ型については、細目の一部を採用しないこととした場合は、その配点分減じます。 
５ 設備に係る配点、評価基準及び評価点は、その工事内容によって、土木又は建築のいずれかのものを採用するものとします。 

６ ※を付した最終契約金額は、次に定めるところにより確認するものとします。 
（１）コリンズ登録されたしゅん工登録日が平成 26年３月 31日以前の場合 コリンズ登録された契約金額に１０５分の１００を乗

じて得た額（１円未満の端数金額は四捨五入） 

(２) コリンズ登録されたしゅん工登録日が平成 26年４月１日以後の場合 次の区分による額 
ア 当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにすることができる書類の提出があったとき 当該書類による税抜の契
約金額 

イ ア以外のとき コリンズ登録された契約金額に１０８分の１００を乗じて得た額（１円未満の端数金額は四捨五入） 
 
 

○Ⅱ型における工事成績評定点に係る評価基準及び評価点 
評価基準                                   評価点 

参加者の工事成績平均評定点の平均値以上                      30 
工事成績平均評定点が65点以上、かつ、参加者の工事成績平均評定点の平均値未満   20 
高松市発注同業種工事の工事成績評定点なし                     15 
工事成績平均評定点が65点未満                             0 

・工事成績平均評定点の意義はⅠ型と同様です。 
・工事成績評定点が１件の場合においては、次のいずれかの区分に該当するとき
は当該１件の評定点から当該区分による点数を減じた点数を、これらの区分の
いずれにも該当しないときは当該１件の評定点を、工事成績平均評定点とみな
します。 
(１) 当該１件の評定点が80点以上の場合 当該１件の評定点から79点を減じ
た点数 

(２) 当該１件の評定点が70点以上80点未満の場合 2点 
(３) 当該１件の評定点が65点以上70点未満の場合 当該１件の評定点から65
点を減じた点数 


